
2025 年（令和７年）４月１日より 

入院時の食事に係る標準負担額が改定されます 
 

 

●入院時の食事代は、診療や薬代などの費用とは別に下表の自己負担が必要です。 

 

一般 

（70 歳未満） 

70 歳以上の 

高齢者 

標準負担額（１食あたり） 

令和 7 年 3 月 31 日まで 令和 7 年４月１日から 

●一般 

（下記以外） 

●一般 

（下記以外） 

４９０円 ５１０円 

特定難病患者・小児慢性特定疾病児童等・精神病床に１年以上超入院する患者 

２８０円  ３００円 

●低所得者 

（住民税非課

税） 

●低所得者

Ⅱ 

（※１） 

過去 1 年間の入院期間が９０日以内 

２３０円 ２４０円 

過去 1 年間の入院期間が９０日超 

１８０円 １９０円 

該当なし 

●低所得者

Ⅰ 

（※２） 

１１０円 １１０円 


